


本冊子の使い方

　本冊子は、神戸市内にお住まいの障害のある人やその家族が利用できる保健・福祉サー
ビスの概要と問い合わせ先を紹介したものです。

　各項目の対象者や申し込み方法などについては、障害の程度や所得により対象者に制限
がある場合や介護保険が優先する場合、また、事前の申し込みが必要な場合があります。
詳しくは事前に窓口へ問い合わせてください。

　この冊子は、令和5年4月1日現在の情報を掲載しています。
　掲載内容の変更や、受付終了の場合がありますので、各サービスをご利用
の際には、事前にそれぞれの窓口で確認していただきますようお願いします。

※表紙の絵：令和４年度「障害者週間のポスター」に選ばれた作品です。

」）版度年3２０２（  しまらあの祉福者害障「

神戸市ホームページ
（https://www.city.kobe.lg.jp/a97737/shise/index.html）
もあわせてご覧ください。

≪左≫  高橋　采花さん〔神戸市立明親小学校１年生（当時）〕
≪右≫  淺井　智優さん〔神戸市立向洋中学校２年生（当時）〕
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2 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○
3 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○
4 △ △ △ ○

帳
手
育
療 Ａ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○

B1 △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △
B2 △ △ △ △ △ ○ △ △

害
障
神
精 1 ○ ○ ○ △ △

△
△ △ △ ○ ○ △ △

2 ○ △ △ △ △ △ △ △ △
3 △ △ △

難　　病 △ △ △ △ △ △ △ ○
所得制限
の 有 無 有 有 有 有 有 有 有 有 ※ ※ ※ ※

対象年齢 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

備

　
　
　
　
　
　

考）

明

説

の

※

（ 74

下
以
歳

65

者
齢
高
期
後
の
上
以
歳

者
険
保
被
療
医 65

り
あ
が
害
障
の
定
一
で
上
以
歳

人
た
け
受
を
定
認
し
請
申

り
あ
担
負
己
自
部
一

時
請
申

18

満
未
歳

り
あ
担
負
己
自
部
一 20

満
未
歳

20

満
未
歳

20

上
以
歳

時
請
申

65

満
未
歳

20

上
以
歳

要
必
等
書
断
診

者
護
保
の
者
・
児

時
入
加

65

満
未
歳

り
あ
担
負
己
自
部
一

り
あ
担
負
己
自
部
一

介護保険が
優先する制度 ○ ○

4



対象年齢（児 :18 歳未満、者 :18 歳以上）△は一部の人対象
療　育 訓　　　　　　　練 手帳の交付 保健 医　　療

事

　
　
　

業

　
　
　

名
業
事
室
教
子
親
児
幼
乳

業
事
導
指
動
運
覚
感

導
指
育
療
者
害
障

練
訓
活
生
常
日
者
明
失
途
中

練
訓
声
発
者
害
障
能
機
声
音

加
参
会
社
ト
イ
メ
ト
ス
オ

業
事
進
促

練
訓
能
機

帳
手
者
害
障
体
身

帳
手
育
療

帳
手
祉
福
健
保
者
害
障
神
精

帳
手
童
児
病
疾
定
特
性
慢
児
小

談
相
養
療
る
よ
に
師
健
保

療
医
生
更

療
医
成
育

療
医
院
通
神
精

成
助
費
療
医
院
入
神
精

ページ 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16

害

障

覚

視
1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

衡
平
は
又
覚
聴

害

障

能

機 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

機
声
音

害
障
能 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

由
自
不
体
肢

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

害
障
部
内 1 ○ △ ○ ○ ○ △ ○

2 ○ ○ ○ ○ △ ○
3 ○ △ ○ ○ ○ △ ○
4 ○ △ ○ ○ ○ △ ○

帳
手
育
療 Ａ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
B2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

害
障
神
精 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

難　　病 ○ △ △ ○
所得制限
の 有 無 有 有 有 有

対象年齢 児 児 児 児 児 者 者 者 ※ ※ 者 児

備

　
　
　
　
　
　

考）

明

説

の

※

（

無
件
要
帳
手

無
件
要
帳
手

無
件
要
帳
手

無
件
要
帳
手

無
件
要
帳
手

無
件
要
帳
手

上
以
歳
３
ね
む
お
お 20

満
未
歳

無
件
要
帳
手

無
件
要
帳
手

無
件
要
帳
手

介護保険が
優先する制度

障害程度別施策一覧

視
覚
障
害
者
生
活
訓
練
事
業

（障害程度以外に所得や年齢の要件、他の施策との調整などの要件がある場合があります。各窓口に問合せをしてください。）

医　　　　　療 手　　　　当 年　　　金 貸付 福祉器具

事

　
　
　

業

　
　
　

名 成
助
費
療
医
者
害
障
度
重

成
助
費
療
医
者
害
障
度
重
齢
高

度
制
療
医
者
齢
高
期
後

）
病
難
定
指
（
費
療
医
定
特

業
事
究
研
療
治
患
疾
定
特
・
担
負
費
公

費
療
医
病
疾
定
特
性
慢
児
小

業
事
成
助

者
患
用
使
器
吸
呼
工
人
宅
在

業
事
備
整
源
電
用
常
非

当
手
養
扶
童
児
別
特

当
手
祉
福
児
害
障

当
手
者
害
障
別
特

当
手
護
介
者
害
障
身
心
度
重

金
付
給
別
特
者
害
障

当
手
養
扶
童
児

）
金
年
礎
基
害
障
（
金
年
民
国

）
金
年
済
共
（
金
年
生
厚

金
付
給
害
障
別
特

度
制
済
共
養
扶
者
害
障
身
心

付
貸
の
金
資
祉
福
活
生

給
支
の
費
具
装
補

）
け
受
借
・
理
修
・
入
購
（

付
給
・
給
支
の
費
具
用
活
生
常
日

ページ 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 22 27 27～31

害

障

覚

視
1 ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
2 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
3 △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○
4 △ △ ○ ○
5 △ △ ○ ○
6 △ △ ○ ○

衡
平
は
又
覚
聴

害

障

能

機 2 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
3 △ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○
4 △ △ ○ ○
5 △ △ △ △ ○
6 △ △ ○ ○

機
声
音

害
障
能 3 △ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○

4 △ △ ○ ○ △ ○

由
自
不
体
肢

1 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○
3 △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ○
4 △ △ △ △ △ △ ○ ○
5 △ △ ○ ○
6 △ △ ○ ○

害
障
部
内 1 ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○

2 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ △ ○
3 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○
4 △ △ △ ○

帳
手
育
療 Ａ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○

B1 △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △
B2 △ △ △ △ △ ○ △ △

害
障
神
精 1 ○ ○ ○ △ △

△
△ △ △ ○ ○ △ △

2 ○ △ △ △ △ △ △ △ △
3 △ △ △

難　　病 △ △ △ △ △ △ △ ○
所得制限
の 有 無 有 有 有 有 有 有 有 有 ※ ※ ※ ※

対象年齢 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

備

　
　
　
　
　
　

考）

明

説

の

※

（ 74

下
以
歳

65

者
齢
高
期
後
の
上
以
歳

者
険
保
被
療
医 65

り
あ
が
害
障
の
定
一
で
上
以
歳

人
た
け
受
を
定
認
し
請
申

り
あ
担
負
己
自
部
一

時
請
申

18

満
未
歳

り
あ
担
負
己
自
部
一 20

満
未
歳

20

満
未
歳

20

上
以
歳

時
請
申

65

満
未
歳

20

上
以
歳

要
必
等
書
断
診

者
護
保
の
者
・
児

時
入
加

65

満
未
歳

り
あ
担
負
己
自
部
一

り
あ
担
負
己
自
部
一

介護保険が
優先する制度 ○ ○

5



失
語
症
者
向
け
意
思
疎
通

支
援
者
の
派
遣

（障害程度以外に所得や年齢の要件、他の施策との調整などの要件がある場合があります。各窓口に問合せをしてください。）

公共料金の割引等 交 通 費 の 割 引 交通機関の利用支援 就労 その他

事

　
　
　

業

　
　
　

名
）
人
本
（
場
車
駐
立
市

）
者
護
介
（
場
車
駐
立
市

料
信
受
送
放
Ｋ
Ｈ
Ｎ

料
無
内
案
号
番
話
電
Ｔ
Ｔ
Ｎ

）
当
担
い
あ
れ
ふ
（
置
措

鉄
下
地
・
ス
バ
市

鉄
私
・
Ｒ
Ｊ

･ 賃
運
空
航
内
国

料
行
通
路
道
料
有

付
交
の
証
車
乗
祉
福

成
助
費
料
燃
車
動
自

成
助
費
造
改
車
動
自

章
標
車
定
指
外
除
止
禁
車
駐

付
交
の

助
補
費
得
取
許
免
転
運
車
動
自

等
談
相
業
職
・
介
紹
業
職

票
投
者
在
不
る
よ
に
等
便
郵

ページ 52 52 53 53 54 55 55 55 55 55～56 56 56 57 57 57 58 58 59 61 66

害

障

覚

視
1 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ※
2 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ※
3 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ※
4 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ ○ ※
5 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※
6 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※

衡
平
は
又
覚
聴

害

障

能

機 2 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ △ ○ ※
3 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ ○ ※
4 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※
5 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※
6 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※

機
声
音

害
障
能 3 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※

4 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※

由
自
不
体
肢

1 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ △ △ ○ △ ○ ※ △
2 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ △ ○ △ ○ ※ △
3 ○ △ △

）
く
除
は
肢
下
（ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ ○ ※

4 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ △ ○ ※
5 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※
6 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※

害
障
部
内 1 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △

2 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △
3 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ※ △
4 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ ○ ※

帳
手
育
療 Ａ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※

B1 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※
B2 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※

害
障
神
精 1 ○ △ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※

2 △ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ※
3 △ ○ ○

○

※ ※ ※ ○ ※

難　　病 ※
所得制限
の 有 無 有 有

対象年齢 者 者 者

備

　
　
　
　
　
　

考）

明

説

の

※

（

得
所
帯
世
・
主
帯
世
・
級
等
△

り
あ
額
全
・
額
半
り
よ
に

外
除
部
一
は
者
護
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
除
部
一
は
者
護
介

る
な
異
り
よ
に
社
会
※

外
除
部
一
は
者
護
介

　
る
な
異
り
よ
に
社
会
※

外
除
部
一
は
者
護
介

る
な
異
り
よ
に
社
会
※

転
運
者
護
介
は
又
人
本
□

み
の
転
運
人
本
○

み
の
転
運
人
本
部
一
△

み
の
転
運
者
護
介
※

介 護 保 険 が
優先する制度

6



失
語
症
者
向
け
意
思
疎
通

支
援
者
の
派
遣

（障害程度以外に所得や年齢の要件、他の施策との調整などの要件がある場合があります。各窓口に問合せをしてください。）

公共料金の割引等 交 通 費 の 割 引 交通機関の利用支援 就労 その他

事

　
　
　

業

　
　
　

名
）
人
本
（
場
車
駐
立
市

）
者
護
介
（
場
車
駐
立
市

料
信
受
送
放
Ｋ
Ｈ
Ｎ

料
無
内
案
号
番
話
電
Ｔ
Ｔ
Ｎ

）
当
担
い
あ
れ
ふ
（
置
措

鉄
下
地
・
ス
バ
市

鉄
私
・
Ｒ
Ｊ

･ 賃
運
空
航
内
国

料
行
通
路
道
料
有

付
交
の
証
車
乗
祉
福

成
助
費
料
燃
車
動
自

成
助
費
造
改
車
動
自

章
標
車
定
指
外
除
止
禁
車
駐

付
交
の

助
補
費
得
取
許
免
転
運
車
動
自

等
談
相
業
職
・
介
紹
業
職

票
投
者
在
不
る
よ
に
等
便
郵

ページ 52 52 53 53 54 55 55 55 55 55～56 56 56 57 57 57 58 58 59 61 66

害

障

覚

視
1 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ※
2 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ※
3 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ※
4 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ ○ ※
5 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※
6 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※

衡
平
は
又
覚
聴

害

障

能

機 2 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ △ ○ ※
3 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ ○ ※
4 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※
5 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※
6 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※

機
声
音

害
障
能 3 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※

4 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※

由
自
不
体
肢

1 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ △ △ ○ △ ○ ※ △
2 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ △ ○ △ ○ ※ △
3 ○ △ △

）
く
除
は
肢
下
（ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ ○ ※

4 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ △ ○ ※
5 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※
6 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ※

害
障
部
内 1 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △

2 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △
3 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ □ ○ ○ ○ ※ △
4 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ △ ○ △ ○ ※

帳
手
育
療 Ａ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※

B1 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※
B2 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ※

害
障
神
精 1 ○ △ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※

2 △ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ※
3 △ ○ ○

○

※ ※ ※ ○ ※

難　　病 ※
所得制限
の 有 無 有 有

対象年齢 者 者 者

備

　
　
　
　
　
　

考）

明

説

の

※

（

得
所
帯
世
・
主
帯
世
・
級
等
△

り
あ
額
全
・
額
半
り
よ
に

外
除
部
一
は
者
護
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
除
部
一
は
者
護
介

る
な
異
り
よ
に
社
会
※

外
除
部
一
は
者
護
介

　
る
な
異
り
よ
に
社
会
※

外
除
部
一
は
者
護
介

る
な
異
り
よ
に
社
会
※

転
運
者
護
介
は
又
人
本
□

み
の
転
運
人
本
○

み
の
転
運
人
本
部
一
△

み
の
転
運
者
護
介
※

介 護 保 険 が
優先する制度
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